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埼玉県議会令和６年１２月定例会付議予定議案件名表 
 

【議案】 
 

予算 

案件名 概要 

１ 

令和６年度埼玉県一般会計補正予算（第３号） 

 

   

  補正前  ２，１２８，５３０，８７９千円 

  補正額        ９５７，０７３千円 

  補正後  ２，１２９，４８７，９５２千円 

  対当初比          １００．５％ 

 

２ 

令和６年度埼玉県公営競技事業特別会計補正予算 

（第１号） 

   

  補正前     ５０，６３９，８２４千円 

  補正額      ５，４１２，７１７千円 

  補正後     ５６，０５２，５４１千円 

  対当初比          １１０．７％ 

 

３ 

令和６年度埼玉県工業用水道事業会計補正予算 

（第１号） 

 

  補正前      ３，５７９，８５３千円 

  補正額              ０千円（債務負担行為） 

  補正後      ３，５７９，８５３千円 

  対当初比          １００．０％ 

 

４ 

令和６年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算 

（第１号） 

 

  補正前    １００，８９８，２８１千円 

  補正額              ０千円（債務負担行為） 

  補正後    １００，８９８，２８１千円 

  対当初比          １００．０％ 

 

資料１ 
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案件名 概要 

５ 

令和６年度埼玉県地域整備事業会計補正予算 

（第１号） 

   

  補正前     １５，３５９，９５０千円 

  補正額       △４８１，３８９千円 

  補正後     １４，８７８，５６１千円 

  対当初比           ９６．９％ 
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条例 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

案件名 概要 

１ 

埼玉県手数料条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  旅券法施行令の一部改正を踏まえ、一般旅券発給手数料の額を改定するとともに、大麻草の栽培の規制に関する

法律の一部改正に伴い、大麻草採取栽培者免許手数料の額を改定等するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 一般旅券発給手数料の額の改定 

 （例）一般旅券発給手数料（未交付失効を除く） 

申請種別 現行 改正後 

書面申請 
２，０００円 

２，３００円 

オンライン申請 １，９００円 

 

（2） 大麻草採取栽培者免許申請手数料の名称及び額の改定等 

 （例）大麻草採取栽培者免許申請手数料 

 改正前 改正後 

手数料名称 大麻草採取栽培者免許申請手数料 第一種大麻草採取栽培者免許申請手数料 

手数料額 ７，１００円 ２１，８００円 

 

３ 施行期日  

 (1)については令和７年３月２４日 

 (2)については令和７年３月１日等 
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案件名 概要 

２ 

知事の権限に属する事務処理の特例に関する

条例の一部を改正する条例 

 

【企画財政部】 

 

１ 趣  旨  

  市町村への権限移譲の推進を図るため、知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理することとし、及び規定

の整備をするための改正 

 

２ 内  容   

（1） 新たに移譲を行う事務      ２事務 

 （例）農用地利用集積等促進計画の認可等 さいたま市他７市町へ移譲 

 

（2） 処理する市町村が拡大する事務等 ６事務 

 （例）米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する事務 新たに行田市へ移譲 

 

（3） 規定の整備 

 

３ 施行期日  

  令和７年４月１日等 

 

３  

刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例 

 

【総務部】 

 

１ 趣  旨  

  刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備 

 

２ 内  容 

（1） 関係３４条例中の「懲役」及び「禁錮」を「拘禁刑」に改正 

 

（2） 経過措置 

 （例）罰則の適用に関する経過措置 

    この条例の施行日前の行為の処罰については、改正前の条例の規定を適用する 

 

３ 施行期日  

  令和７年６月１日 
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案件名 概要 

４ 

埼玉県産業技術総合センター条例の一部を改

正する条例 

 

【産業労働部】 

 

１ 趣  旨 

  新たに埼玉県産業技術総合センターの試験研究機器に係る使用料の額及び依頼試験に係る手数料の額を定める

とともに、老朽化した試験研究機器に係る使用料及び依頼試験に係る手数料の額の定めを廃止するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 使用料の額を定める試験研究機器（１機器） 

名称 単位 金額 

高精度３Ｄスキャナ １時間 ２，２１０円 

 

（2） 手数料の額を定める依頼試験（１試験） 

名称 単位 金額 

高精度３Ｄスキャナによる形状測定 １時間 

５，４１０円 

（１時間増すごとに

４，５４０円を追加） 

 

（3） 試験研究機器に係る使用料（４機器）及び依頼試験に係る手数料（３試験）の廃止 

 

３ 施行期日 

（1)、（2）については令和７年３月１日 

（3）については公布の日 

 

５  

埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条

例の一部を改正する条例 

 

【県土整備部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 趣  旨  

  中川、綾瀬川等の河川流域が特定都市河川浸水被害対策法の規定に基づく特定都市河川流域に指定されたことに 

 伴い、同法と埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例における雨水流出抑制対策に対する目的の違いを明確 

 化するための改正 

 

２ 内  容 

  第１条で規定する目的の文言整理 

 

３ 施行期日 

  公布の日 
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案件名 概要 

６ 新 

特定都市河川浸水被害対策法施行条例 

 

【県土整備部】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 趣  旨 

  中川、綾瀬川等の河川流域が特定都市河川浸水被害対策法の規定に基づく特定都市河川流域に指定されたことに

伴い、同法の規定により設置する標識の基準を定めるための条例の制定 

 

２ 内  容 

  特定都市河川浸水被害対策法の規定により設置する標識について、省令で定める基準を参酌し、基準を定める 

（例）雨水貯留浸透施設の名称、工事の検査済証番号、容量及び構造の概要等の明示 

 

３ 施行期日 

  令和７年７月１日等 

 

７ 

埼玉県工業用水道料金徴収条例の一部を改正

する条例 

 

【企業局】 

 

１ 趣  旨 

  工業用水道事業の健全な経営を図るため、工業用水道料金の額を改定するための改正 

 

２ 内  容 

  工業用水道料金の額の改定 

区分 現行 改正後 

基本料金 ２２円５３銭／㎥ ３０円４８銭／㎥ 

特別料金 ２９円２９銭／㎥ ３９円６２銭／㎥ 

超過料金 ４５円５銭／㎥ ６０円９６銭／㎥ 

 

３ 施行期日  

  令和７年４月１日 
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案件名 概要 

８ 

埼玉県水道用水料金徴収条例の一部を改正す

る条例 

 

【企業局】 

 

１ 趣  旨  

  水道用水供給事業の健全な経営を図るため、水道用水料金の額を改定するための改正 

 

２ 内  容 

  水道用水料金の額の改定 

現行 改正後 

６１円７８銭／㎥ ７４円７４銭／㎥ 

 

３ 施行期日  

  令和８年４月１日 

 

９ 

埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数

料条例の一部を改正する条例 

 

【警察本部】 

 

１ 趣  旨  

  道路交通法等の一部改正に伴い、特定免許情報記録手数料等の額を定めるとともに保管場所標章の交付又は再交 

 付の手数料の定めを廃止する等するための改正 

 

２ 内  容 

（1） 道路交通法等の一部改正に伴う手数料の新設等 

 （例）運転免許情報のマイナンバーカードへの記録に係る手数料（免許証の交付を受けない場合） １，５００円 

 

（2） 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う手数料の廃止 

    自動車保管場所標章の交付又は再交付の手数料 

 

（3） 規定の整備 

 

３ 施行期日  

（1)、（3）については令和７年３月２４日 

（2）については令和７年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



- 10 - 

工事請負契約の締結 

案件名 概要 

１ 

工事請負契約の締結について（埼玉県防災行政

無線設備県庁統制局監視制御設備等再整備工

事） 

 

【危機管理防災部】 

 

 埼玉県防災行政無線設備県庁統制局監視制御設備等再整備工事の請負契約を締結することについて、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金     額 ２，２８４，７００，０００円 

 

２ 履 行 期 限 令和８年３月３１日 

 

３ 相 手 方 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社（東京都港区） 

          埼玉田中電気株式会社（埼玉県さいたま市） 

 

４ 契 約 方 法 総合評価方式一般競争入札 

 

５ 予 定 価 格 ２，３１８，０８５，０００円（落札率９８．５６％） 

 

２ 

工事請負契約の締結について（河川改修（国補）

工事（飯盛川排水機場増設部ポンプ設備製作・

設置工）） 

 

【県土整備部】 

 
 河川改修（国補）工事（飯盛川排水機場増設部ポンプ設備製作・設置工）の請負契約を締結することについて、議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 金     額 １，５１２，５００，０００円 

 

２ 履 行 期 限 令和９年３月２６日 

 

３ 相 手 方 株式会社荏原製作所（東京都大田区） 

 

４ 契 約 方 法 総合評価方式一般競争入札 

 

５ 予 定 価 格 １，７６３，１４８，２００円（落札率８５．７８％） 
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訴えの提起 

 

  

案件名 概要 

１ 

訴えの提起について 

 

【都市整備部】 

 

 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件に関して訴えを提起することについて、地方自治法第９６条第１項第 

１２号の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 事件名 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件  

  

２ 相手方 県営住宅の家賃を長期にわたり滞納している者（１人）  

  

３ 取扱い 請求が認容されないときは上訴する   

          滞納家賃等を完納する旨の申し入れがあり、かつ、その履行が見込まれるときは和解する 
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事件議決 

案件名 概要 

１ 

当せん金付証票の発売について 

 

【企画財政部】 

 

 公共事業等の費用の財源に充てるため、令和７年度中において発売する全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治

宝くじの発売金額の範囲について、当せん金付証票法第４条第１項の規定に基づき議決を求めるもの 

 

 令和７年度発売限度額 ４２０億円（前年度 ４２０億円） 

２ 

指定管理者の指定について（埼玉会館） 

 

【県民生活部】 

 

 埼玉会館の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議決を求め

るもの 

 

１ 指定管理者 公益財団法人埼玉県芸術文化振興財団（埼玉県さいたま市） 

 

２ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

３ 

指定管理者の指定について（埼玉県立児童養護

施設おお里） 

 

【福祉部】 

 

 埼玉県立児童養護施設おお里の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 社会福祉法人埼玉県社会福祉事業団（埼玉県比企郡嵐山町） 

 

２ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

４ 

指定管理者の指定について（埼玉県西部地域振

興ふれあい拠点施設） 

 

【産業労働部】 

 

 埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６

項の規定に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 ＮｅＣＳＴ 

        代表者 日本環境マネジメント株式会社（埼玉県さいたま市） 

 

２ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

５ 

指定管理者の指定について（埼玉県みどりの

村） 

 

【農林部】 

 

 埼玉県みどりの村の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき議

決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 株式会社髙橋造園（埼玉県秩父郡小鹿野町） 

 

２ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

６ 

指定管理者の指定について（大宮公園） 

 

【都市整備部】 

 

 大宮公園の一部の区域の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づ

き議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 大宮第二公園及び第三公園マネジメントネットワーク 

        代表者 公益財団法人埼玉県公園緑地協会（埼玉県さいたま市） 

 

２ 指定管理者として管理する区域 さいたま市大宮区寿能町及び堀の内町並びに見沼区大和田町地内 

 

３ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

４ 選定方法 公募 
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案件名 概要 

７ 

指定管理者の指定について（埼玉スタジアム２

００２公園） 

 

【都市整備部】 

 

 埼玉スタジアム２００２公園の管理に関し、指定管理者を指定するため、地方自治法第２４４条の２第６項の規定

に基づき議決を求めるもの 

 

１ 指定管理者 埼玉スタジアム２００２公園マネジメントネットワーク 

        代表者 公益財団法人埼玉県公園緑地協会（埼玉県さいたま市） 

         

２ 指定の期間 令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

 

３ 選定方法 公募 

 

 

８ 

荒川左岸南部流域下水道の維持管理に要する

経費の関係５市の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 荒川左岸南部流域下水道の維持管理に要する経費について関係市が負担すべき金額を定めるため、下水道法第３１

条の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関 係 市 さいたま市ほか４市 

  

２ 負 担 額 各市の排水汚水量に１．０立方メートル当たり４１円を乗じて得た額 

       ただし、令和７年度にあっては３７円、令和８年度にあっては４０円 

 

 

 

 

９ 

荒川右岸流域下水道の維持管理に要する経費

の関係１３市町の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 荒川右岸流域下水道の維持管理に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めるため、下水道法第３１条

の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関係市町 川越市ほか１２市町 

  

２ 負 担 額 各市町の排水汚水量に１．０立方メートル当たり４３円を乗じて得た額 

       ただし、令和７年度にあっては３８円  
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案件名 概要 

１０ 

中川流域下水道の維持管理に要する経費の関

係１５市町の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 中川流域下水道の維持管理に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めるため、下水道法第３１条の２

第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関係市町 さいたま市ほか１４市町 

  

２ 負 担 額 各市町の排水汚水量に１．０立方メートル当たり４３円を乗じて得た額 

 

 

 

 

１１ 

荒川左岸南部流域下水道の設置等に要する経

費の関係５市の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 令和７年度から県が行う荒川左岸南部流域下水道の設置等に要する経費について関係市が負担すべき金額を定め

るため、下水道法第３１条の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関 係 市 さいたま市ほか４市 

  

２ 負 担 率 事業費（国庫補助事業は補助基本額から国庫補助金を控除した額）の２分の１に以下の負担率を適用 

 さいたま市 川口市 上尾市 蕨市 戸田市 

変更前 ５５．５２ ２２．５４ １１．４２ ３．５７ ６．９５ 

変更後 ５８．９８ ２１．３２ ９．１３ ３．４４ ７．１３ 

 

 

 

１２ 

荒川左岸北部流域下水道の設置等に要する経

費の関係５市の負担額について 

 

【下水道局】 

 

  令和７年度から県が行う荒川左岸北部流域下水道の設置等に要する経費について関係市が負担すべき金額を定め

るため、下水道法第３１条の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関 係 市 熊谷市ほか４市 

  

２ 負 担 率 事業費（国庫補助事業は補助基本額から国庫補助金を控除した額）の２分の１に以下の負担率を適用 

 熊谷市 行田市 鴻巣市 桶川市 北本市 

変更前 ２８．３６ １６．１７ ２６．０４ １６．０９ １３．３４ 

変更後 ２８．４８ １５．０３ ２６．６４ １６．１３ １３．７２ 
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案件名 概要 

１３ 

荒川右岸流域下水道の設置等に要する経費の

関係１３市町の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 令和７年度から県が行う荒川右岸流域下水道の設置等に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定める

ため、下水道法第３１条の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関係市町 川越市ほか１２市町 

  

２ 負 担 率 事業費（国庫補助事業は補助基本額から国庫補助金を控除した額）の２分の１に以下の負担率を適用 

 川越市 所沢市 狭山市 入間市 朝霞市 

変更前 ２０．１１ １９．２９ １１．６５ ９．１９ ７．２８ 

変更後 １８．７７ ２０．３０ ９．０１ ８．７９ ８．４８ 
 

 志木市 和光市 新座市 富士見市 ふじみ野市 

変更前 ４．０３ ２．３１ ９．４９ ５．９４ ６．０２ 

変更後 ４．４６ ２．４４ １０．０５ ６．７７ ７．０１ 
 

 三芳町 川島町 吉見町 

変更前 ２．５３ １．０１ １．１５ 

変更後 ２．５６ ０．７５ ０．６１ 

  
１４ 

中川流域下水道の設置等に要する経費の関係

１５市町の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 令和７年度から県が行う中川流域下水道の設置等に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めるため、

下水道法第３１条の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの 

  

１ 関係市町 さいたま市ほか１４市町 

  

２ 負 担 率 事業費（国庫補助事業は補助基本額から国庫補助金を控除した額）の２分の１に以下の負担率を適用 

 さいたま市 川口市 春日部市 草加市 越谷市 

変更前 ８．０１ ７．９９ １３．６５ １６．０８ １８．０８ 

変更後 ７．９７ ９．２０ １１．３０ １７．１８ １７．６１ 
 

 八潮市 三郷市 蓮田市 幸手市 吉川市 

変更前 ８．４２ ８．２７ ３．５０ ３．０３ ３．２７ 

変更後 ７．５０ ９．４３ ２．５７ ２．３６ ４．２０ 
 

 白岡市 伊奈町 宮代町 杉戸町 松伏町 

変更前 ２．２０ ２．２２ １．６９ ２．０６ １．５３ 

変更後 ２．８５ ２．９８ １．７６ ２．０８ １．０１ 
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案件名 概要 

１５ 

古利根川流域下水道の設置等に要する経費の

関係２市の負担額について 

 

【下水道局】 

 

  令和７年度から県が行う古利根川流域下水道の設置等に要する経費について関係市が負担すべき金額を定めるた

め、下水道法第３１条の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関 係 市 加須市、久喜市 

  

２ 負 担 率 事業費（国庫補助事業は補助基本額から国庫補助金を控除した額）の２分の１に以下の負担率を適用 

 加須市 久喜市 

変更前 ９．１８ ９０．８２ 

変更後 ７．７２ ９２．２８ 

 

 

１６ 

荒川上流流域下水道の設置等に要する経費の

関係２市町の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 令和７年度から県が行う荒川上流流域下水道の設置等に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定める

ため、下水道法第３１条の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関係市町 深谷市、寄居町 

  

２ 負 担 率 事業費（国庫補助事業は補助基本額から国庫補助金を控除した額）の２分の１に以下の負担率を適用 

 深谷市 寄居町 

変更前 ３３．７３ ６６．２７ 

変更後 ６３．６８ ３６．３２ 

 

 

１７ 

市野川流域下水道の設置等に要する経費の関

係３町の負担額について 

 

【下水道局】 

 

 令和７年度から県が行う市野川流域下水道の設置等に要する経費について関係町が負担すべき金額を定めるため、

下水道法第３１条の２第２項の規定に基づき議決を求めるもの  

  

１ 関 係 町 滑川町ほか２町 

  

２ 負 担 率 事業費（国庫補助事業は補助基本額から国庫補助金を控除した額）の２分の１に以下の負担率を適用 

 滑川町 嵐山町 小川町 

変更前 ２０．１７ ３２．０２ ４７．８１ 

変更後 ３２．５６ ３６．６０ ３０．８４ 
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【報告】 
地方自治法第１８０条第２項の規定による知事専決処分報告   

 

 

 

 

 

 

 

案件名 概要 

１ 

工事請負契約の変更契約の締結について（道路改

築工事（大滝トンネル本体工）） 

 

【県土整備部】 

 

 工事請負契約の変更契約を締結するため、地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分したことについ

て、同条第２項の規定に基づき議会に報告するもの  

  

１ 専決処分年月日 令和６年１０月２１日 

 

２ 専決処分理由 埼玉県建設工事標準請負契約約款第１８条第５項の規定により工事請負契約金額を変更す 

         る必要が生じたため 

    

３ 金 額 （変更前）５，２３５，８９０，０００円 （変更後）５，２２０，３４０，４００円 

 

４ 履 行 期 限 令和７年３月３１日 

 

５ 相 手 方 株式会社大林組（東京都港区） 

          西武建設株式会社（東京都江東区） 

          株式会社斎藤組（埼玉県秩父市） 

 



- 19 - 

年次報告  

 
 

案件名 概要 

１ 

環境の状況に関する年次報告 

 

【環境部】 

 

 

 

 

 

  

 令和５年度における環境の状況並びに環境の保全及び創造に関して講じた施策について、埼玉県環境基本条例

第８条の規定に基づき議会に報告するもの 




